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(57)【要約】
【課題】袋本体の開口部に取り付けて繰り返し使用して
も、袋本体における嵌合部が配置された部分の近傍で袋
本体が破損し難い嵌合具、及び嵌合具付き袋体の提供を
目的とする。
【解決手段】一対の帯状の第１の基材１１及び第２の基
材１２と、それら基材の対向面１１ａ，１２ａにそれぞ
れ設けられた雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４とを有
し、雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４のそれぞれに複
数の切り欠き部１５，１６が設けられている嵌合具１０
。また、内容物を収容する袋本体と、該袋本体の開口部
の内面に取り付けられた嵌合具１０とを有する嵌合具付
き袋体。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の帯状の基材と、それら基材の対向面にそれぞれ設けられた雄側嵌合部及び該雄側
嵌合部と着脱自在に嵌合する雌側嵌合部と、を有し、
　前記雄側嵌合部及び雌側嵌合部のそれぞれに複数の切り欠き部が設けられていることを
特徴とする嵌合具。
【請求項２】
　一対の帯状の基材と、
　それら基材の対向面にそれぞれ長手方向に沿って並行して複数本設けられ、前記基材か
ら円弧状に立ち上がるアーム部を有する雌側嵌合部と、を有し、
　対向する複数本の雌側嵌合部同士が互いに着脱自在に嵌合し、
　前記雌側嵌合部に複数の切り欠き部が設けられていることを特徴とする嵌合具。
【請求項３】
　内容物を収容する袋本体と、該袋本体の開口部の内面に取り付けられた請求項１又は２
に記載の嵌合具とを有する嵌合具付き袋体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、嵌合具及び嵌合具付き袋体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　食品、薬品等の様々な分野において、袋体の開口部を開閉自在に封じる嵌合具が取り付
けられた嵌合具付き袋体が広く使用されている。
　嵌合具としては、例えば、一対の帯状の基材と、それら基材の対向面にそれぞれ設けら
れた雄側嵌合部及び該雄側嵌合部に着脱自在に嵌合する雌側嵌合部と、を有する嵌合具が
取り付けられた嵌合具付き袋体が知られている（特許文献１）。
【０００３】
　例えば、図９に例示した嵌合具付き袋体１０１（以下、「袋体１０１」という。）が挙
げられる。袋体１０１は、第１の基材１１１及び第２の基材１１２のそれぞれの対向面１
１１ａ，１１２ａに、雄側嵌合部１１３及び雌側嵌合部１１４が長手方向に沿って設けら
れた嵌合具１１０と、第１のフィルム材１２１及び第２のフィルム材１２２を有し、それ
らの縁部がヒートシールされることで袋状にされた袋本体１２０と、を有している。嵌合
具１１０の第１の基材１１１が袋本体１２０の第１のフィルム材１２１に溶着され、嵌合
具１１０の第２の基材１１２が袋本体１２０の第２のフィルム材１２２に溶着されている
。
　雄側嵌合部１１３は、第１の基材１１１から立ち上がる幹部１１３ａと、幹部１１３ａ
の先端部に形成された該幹部１１３ａよりも大きい頭部１１３ｂを有する。雌側嵌合部１
１４は、第２の基材１１２から円弧状に立ち上がる一対のアーム部１１４ａ，１１４ｂを
有し、それらアーム部１１４ａ，１１４ｂにより凹部１１４ｃが形成される。嵌合具１１
０は、雌側嵌合部１１４の凹部１１４ｃに雄側嵌合部１１３の頭部１１３ｂを嵌め込むこ
とで、着脱自在に嵌合できる。
【０００４】
　また、嵌合具としては、一対の帯状の基材の対向面に、前記した雄側嵌合部が長手方向
に沿って並行して複数本設けられ、雄側嵌合部の頭部を対向する基材に設けられた隣り合
う雄側嵌合部の間に嵌め込むようにして、互いに頭部同士を引っ掛けることで着脱自在に
嵌合する嵌合具が知られている（特許文献２）。
　また、一対の帯状の基材の対向面のそれぞれに、前記した雌側嵌合部が有するようなア
ームが長手方向に沿って複数設けられ、対向するアーム同士を互いに引っ掛けて着脱自在
に嵌合する嵌合具も知られている（特許文献３）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開昭４９－３０３２３号公報
【特許文献２】特開昭６２－２７３８３９号公報
【特許文献３】米国特許第５７１８０２４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、このような嵌合具を、内容物を収容する袋本体の開口部に取り付けて繰り返し
使用すると、袋本体における嵌合部近傍で破損が生じることがある。例えば、図９に例示
した袋体１０１では、袋本体１２０における嵌合具１１０の雄側嵌合部１１３及び雌側嵌
合部１１４が配置されている部分と、それ以外の部分との境目の部分ａにおいて、袋本体
１２０に破損が生じることがある。
【０００７】
　本発明は、袋本体の開口部に取り付けて繰り返し使用しても、袋本体における嵌合部が
配置された部分の近傍で袋本体が破損し難い嵌合具、及び該嵌合具が取り付けられた嵌合
具付き袋体の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の嵌合具の第１の形態は、一対の帯状の基材と、それら基材の対向面にそれぞれ
設けられた雄側嵌合部及び該雄側嵌合部と着脱自在に嵌合する雌側嵌合部と、を有し、
　前記雄側嵌合部及び雌側嵌合部のそれぞれに複数の切り欠き部が設けられていることを
特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の嵌合具の第２の形態は、一対の帯状の基材と、
　それら基材の対向面にそれぞれ長手方向に沿って並行して複数本設けられ、前記基材か
ら円弧状に立ち上がるアーム部を有する雌側嵌合部と、を有し、
　対向する複数本の雌側嵌合部同士が互いに着脱自在に嵌合し、
　前記雌側嵌合部に複数の切り欠き部が設けられていることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の嵌合具付き袋体は、内容物を収容する袋本体と、該袋本体の開口部の内面に取
り付けられた本発明の嵌合具とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の嵌合具は、袋本体の開口部に取り付けて繰り返し使用しても、袋本体における
嵌合部が配置された部分の近傍で袋本体が破損し難い。
　本発明の嵌合具付き袋体は、本発明の嵌合具が取り付けられているため、袋本体の開口
部に取り付けて繰り返し使用しても、袋本体における嵌合部が配置された部分の近傍で袋
本体が破損し難い。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の嵌合具の一例を示した断面図である。
【図２】本発明の嵌合具の一例を示した斜視図である。
【図３】本発明の嵌合具付き袋体の一例を示した正面図である。
【図４】図３の嵌合具付き袋体を直線Ｉ－Ｉ’で切断したときの断面図である。
【図５】図３の嵌合具付き袋体を開封した様子を示した斜視図である。
【図６】本発明の嵌合具の他の例を示した断面図である。
【図７】本発明の嵌合具の他の例を示した斜視図である。
【図８】本発明の嵌合具付き袋体の他の例を示した正面図である。
【図９】従来の嵌合具付き袋体を嵌合具の短手方向に沿って切断したときの断面図である
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。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
＜第１実施形態＞　
［嵌合具］
　以下、本発明の嵌合具の一例を示して詳細に説明する。図１は、本実施形態の嵌合具１
０を、幅方向に沿って切断したときの断面図である。他の嵌合具の断面図についても同様
である。
　本実施形態の嵌合具１０は、図１に示すように、一対の帯状の第１の基材１１及び第２
の基材１２を有している。
　第１の基材１１の対向面１１ａには、突条の雄側嵌合部１３が第１の基材１１の長手方
向に沿って設けられている。第２の基材１２の対向面１２ａには、雄側嵌合部１３と着脱
自在に嵌合する雌側嵌合部１４が第２の基材１２の長手方向に沿って設けられている。
【００１４】
　第１の基材１１は、特に限定されず、公知の嵌合具の基材に使用されるものが使用でき
、積層フィルムからなる基材が好ましい。積層フィルムからなる第１の基材１１としては
、例えば、対向面１１ａ側から、耐熱層とヒートシール層が積層されたフィルムが挙げら
れる。また、第１の基材１１は、耐熱層とヒートシール層の間にバリア層を有していても
よい。
　耐熱層の材質としては、二軸延伸ナイロン、二軸延伸ポリプロピレン等が挙げられる。
　ヒートシール層の材質としては、直鎖状低密度ポリエチレン、無延伸ポリプロピレン、
エチレン－酢酸ビニル共重合体、アイオノマー等が挙げられる。
　バリア層の材質としては、ポリビニルアルコール等が挙げられる。
【００１５】
　第１の基材１１は、１種の樹脂からなっていてもよく、２種以上の樹脂を含む樹脂組成
物からなっていてもよい。また、必要に応じて安定剤、酸化防止剤、滑剤、帯電防止剤、
着色剤等の公知の添加剤が添加されていてもよい。
　また、第１の基材１１は、積層フィルムからなる基材には限定されず、単層フィルムか
らなる基材であってもよい。
　第２の基材１２としては、第１の基材１１と同じ基材が挙げられ、好ましい態様も同じ
である。
【００１６】
　雄側嵌合部１３は、第１の基材１１の対向面１１ａから立ち上がる幹部１３ａと、幹部
１３ａの先端部に設けられ、幹部１３ａよりも大きい断面略半円形状の頭部１３ｂを有し
ている。また、雌側嵌合部１４は、第２の基材１２の対向面１２ａから断面円弧状に立ち
上がる第１のアーム部１４ａと第２のアーム部１４ｂからなり、第１のアーム部１４ａと
第２のアーム部１４ｂによって凹部１４ｃが形成されている。雄側嵌合部１３と雌側嵌合
部１４は、雄側嵌合部１３の頭部１３ｂを雌側嵌合部１４の凹部１４ｃに嵌め込むことで
、着脱自在に嵌合できるようになっている。
【００１７】
　雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４の断面形状は、雄側嵌合部１３と雌側嵌合部１４を
互いに着脱することで、袋本体の開口部の開閉が繰り返し行えるものであればよく、公知
の断面形状を採用できる。
　雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４の材質としては、第１の基材１１及び第２の基材１
２と同じ材質が使用できる。
【００１８】
　嵌合具１０は、図２に示すように、雄側嵌合部１３に複数の切り欠き部１５が形成され
、雌側嵌合部１４に複数の切り欠き部１６が形成されていることを特徴とする。
　前述したように、袋体１０１では、嵌合具１１０を用いた開閉を繰り返し行うと、袋本
体１２０における嵌合具１１０の雄側嵌合部１１３及び雌側嵌合部１１４が配置されてい
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る部分と、それ以外の部分との境目の部分ａにおいて、袋本体１２０に破損が生じること
がある。本発明者がこの点について詳細に検討したところ、袋本体１２０の第１のフィル
ム材１２１及び第２のフィルム材１２２や、嵌合具１１０の第１の基材１１１及び第２の
基材１１２に比べて、嵌合具１１０における雄側嵌合部１１３及び雌側嵌合部１１４が非
常に硬いため、袋本体１２０における嵌合具１１０の雄側嵌合部１１３及び雌側嵌合部１
１４が配置されている部分と、それ以外の部分との間で柔軟性に大きな差が生じ、それに
よって開閉を行う際にその境目の部分ａに大きな負担が掛かっていることが判明した。
　これに対し、嵌合具１０は、雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４のそれぞれに複数の切
り欠き部１５，１６が設けられていることにより、雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４の
柔軟性が向上する。これにより、嵌合具１０を袋本体に取り付けて嵌合具付き袋体とした
とき、袋本体における雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４が配置された部分とそれ以外の
部分との柔軟性の差が小さくなる。そのため、嵌合具１０を用いて袋体の開口部を繰り返
し開閉しても、袋本体における雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４が配置された部分とそ
れ以外の部分との境目部分に掛かる負担が小さくなり、その部分で袋本体が破損すること
が抑制される。
【００１９】
　切り欠き部１５，１６の形態は特に限定されず、例えば、雄側嵌合部１３及び雌側嵌合
部１４に刃物によって切り込みを入れた形態、雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４の一部
を切除した形態、雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４の一部を押し潰した形態等が挙げら
れる。なかでも、切り欠き部１５，１６の数を多くしても嵌合強度が低下し難い点から、
雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４に刃物によって切り込みを入れた形態が好ましい。よ
り詳細に説明すると、雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４の一部を切除したり、押し潰し
たりする形態では、切除された部分及び押し潰された部分が嵌合に利用できなくなり、そ
の分だけ嵌合強度が低下する。これに対し、切り欠き部１５，１６を刃物等による切り込
みによって形成すれば、雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４において切り込みの形成によ
って嵌合に利用できなくなる部分が非常に小さいので、嵌合強度が低下し難い。
【００２０】
　切り欠き部１５，１６は、雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４の長手方向と交わるよう
に、雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４に形成されることが好ましい。
　雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４に形成する切り欠き部１５，１６の方向は、この例
のように雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４の長手方向に対して垂直な方向、すなわち第
１の基材１１及び第２の基材１２の短手方向に沿って形成されていてもよく、第１の基材
１１及び第２の基材１２の短手方向に対して傾斜するように形成されていてもよい。
【００２１】
　また、切り欠き部１５，１６の数は特に限定されない。切り欠き部１５，１６の数が多
い程、雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４の柔軟性が向上し、嵌合具１０を袋本体に取り
付けて使用する際に、袋本体における雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４が配置された部
分とそれ以外の部分との境目部分で袋本体が破損することがより抑制されやすい。
　切り欠き部１５，１６は、雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４の長手方向の全体にわた
って形成されていることが好ましい。これにより、雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４の
柔軟性がさらに向上し、袋本体に破損が生じることをより抑制できる。
【００２２】
　また、複数の切り欠き部１５，１６は、雄側嵌合部１３及び雌側嵌合部１４に長手方向
に沿って等間隔に形成されていてもよく、任意の間隔で形成されていてもよい。２つ以上
の切り欠き部１５，１６が互いに交わっていてもよい。
【００２３】
［嵌合具付き袋体］
　以下、前述した嵌合具１０を備えた嵌合具付き袋体１（以下、「袋体１」という。）に
ついて説明する。
　本実施形態の袋体１は、図３及び図４に示すように、内容物を収容する密封された状態
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の袋本体２０と、袋本体２０内の上部の内面に、横方向に沿って取り付けられた嵌合具１
０とを有している。
　袋本体２０は、第１のフィルム材２１と第２のフィルム材２２が重ね合わされ、それら
の周縁部２３が全てヒートシールされることで形成されており、密封された状態になって
いる。また、袋本体２０における嵌合具１０よりも上部側には、横方向に沿って切断補助
線２４が設けられており、その端部にノッチ２５が形成されている。
　嵌合具１０は、図４に示すように、嵌合具１０の第１の基材１１の外面１１ｂが袋本体
２０の第１のフィルム材２１に溶着され、嵌合具１０の第２の基材１２の外面１２ｂが袋
本体２０の第２のフィルム材２２に溶着されている。
【００２４】
　袋本体２０の形状は、本実施形態では矩形である。ただし、袋本体２０の形状は矩形に
は限定されない。また、袋本体２０の大きさも特に限定されず、袋本体２０に収容する内
容物によって適宜選定すればよい。
【００２５】
　袋本体２０を形成する第１のフィルム材２１と第２のフィルム材２２は、ヒートシール
により嵌合具１０を溶着できるものであればよく、内面側からシーラント層と基材層を少
なくとも有する積層フィルムが好ましい。
　基材層としては、二軸延伸ナイロン、二軸延伸ポリプロピレン等が挙げられる。
　シーラント層としては、直鎖状低密度ポリエチレン、無延伸ポリプロピレン、エチレン
－酢酸ビニル共重合体、アイオノマー等が挙げられる。
　また、前記積層フィルムには、バリア層等の機能層を設けてもよい。
　また、第１のフィルム材２１と第２のフィルム材２２は、シーラント層のみからなる単
層フィルムであってもよい。
【００２６】
　切断補助線２４は、袋本体２０を切断して開封するのを補助する線である。切断補助線
２４としては、例えば、袋本体２０の第１のフィルム材２１及び第２のフィルム材２２に
おける切断補助線２４の部分をそれ以外の部分に比べて薄肉化した弱化線、ミシン目から
なる弱化線、列状に形成された細孔からなる弱化線が挙げられる。また、切断補助線２４
は、前記弱化線には限定されず、ハサミやカッター等で切断する位置を示す、印刷等で形
成した線であってもよい。
　切断補助線２４は、本実施形態では袋本体２０の幅方向に沿って形成されているが、こ
の形態には限定されず、袋本体２０の幅方向に対して傾斜して設けられていてもよい。
【００２７】
　ノッチ２５の形状は、この例では三角形状であるが、特に限定されず、半円形状、直線
状等であってもよい。
【００２８】
　袋体１は、ノッチ２５から切断補助線２４に沿って袋本体２０の上部を切断して除去す
ることで、図５に示すように、上部に開口部２６を形成して開封することができる。袋体
１に形成した開口部２６は、嵌合具１０の雄側嵌合部１３と雌側嵌合部１４を着脱するこ
とで繰り返し開閉できる。
　袋体１は、柔軟性が優れた嵌合具１０を用いているため、袋本体２０における雄側嵌合
部１３及び雌側嵌合部１４が配置された部分とそれ以外の部分との境目の部分ｂで袋本体
２０に破損が生じることが抑制される。
【００２９】
＜第２実施形態＞　
［嵌合具］
　以下、本発明の嵌合具の他の例を示して詳細に説明する。図６は、本実施形態の嵌合具
３０を、幅方向に沿って切断したときの断面図である。
　本実施形態の嵌合具３０は、図６に示すように、一対の帯状の第１の基材３１及び第２
の基材３２を有している。
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　第１の基材３１の対向面３１ａには、第１の雌側嵌合部３３が第１の基材３１の長手方
向に沿って複数本並行して設けられている。第２の基材３２の対向面３２ａには、第１の
雌側嵌合部３３と着脱自在に嵌合する第２の雌側嵌合部３４が第２の基材３２の長手方向
に沿って複数本並行して設けられている。
【００３０】
　第１の基材３１及び第２の基材３２としては、第１実施形態の第１の基材１１で挙げた
基材と同じ基材が挙げられ、好ましい態様も同じである。
　第１の雌側嵌合部３３は、第１の基材３１の対向面３１ａから断面円弧状に立ち上がる
第１のアーム部３３ａと第２のアーム部３３ｂからなり、第１のアーム部３３ａと第２の
アーム部３３ｂによって凹部３３ｃが形成されている。
　同様に、第２の雌側嵌合部３４は、第２の基材３２の対向面３２ａから断面円弧状に立
ち上がる第１のアーム部３４ａと第２のアーム部３４ｂからなり、第１のアーム部３４ａ
と第２のアーム部３４ｂによって凹部３４ｃが形成されている。
　第１の雌側嵌合部３３と第２の雌側嵌合部３４は、図６に示すように、互いのアーム部
を対向する雌側嵌合部の凹部に嵌め込み、アーム部同士を引っ掛けることで、着脱自在に
嵌合できるようになっている。
【００３１】
　第１の雌側嵌合部３３及び第２の雌側嵌合部３４の断面形状は、それらを互いに着脱す
ることで、袋本体の開口部の開閉が繰り返し行えるものであればよく、公知の断面形状を
採用できる。
　第１の雌側嵌合部３３及び第２の雌側嵌合部３４の材質としては、第１実施形態の第１
の基材１１で挙げた材質と同じ材質が使用できる。
　第１の雌側嵌合部３３及び第２の雌側嵌合部３４の本数は、この例では共に３本である
が、３本には限定されない。第１の雌側嵌合部３３及び第２の雌側嵌合部３４の本数は、
それぞれ３～６本が好ましく、４～５本がより好ましい。
　第１の雌側嵌合部３３及び第２の雌側嵌合部３４の本数は、同じであることが好ましい
。
【００３２】
　嵌合具３０は、第１の雌側嵌合部３３に、第１の雌側嵌合部３３の短手方向に沿って複
数の切り欠き部３５が形成され、第２の雌側嵌合部３４に、第２の雌側嵌合部３４の短手
方向に沿って複数の切り欠き部３６が形成されていることを特徴とする。これにより、第
１の雌側嵌合部３３及び第２の雌側嵌合部３４の柔軟性が向上し、袋本体における第１の
雌側嵌合部３３及び第２の雌側嵌合部３４が配置された部分とそれ以外の部分との境目部
分に掛かる負担が小さくなり、その部分で袋本体が破損することが抑制される。
【００３３】
　切り欠き部３５，３６としては、第１実施形態の切り欠き部１５，１６で挙げた形態と
同じものが挙げられ、好ましい態様も同じである。
　切り欠き部３５，３６の方向は、この例のように第１の雌側嵌合部３３及び第２の雌側
嵌合部３４の長手方向に対して垂直な方向、すなわち第１の基材３１及び第２の基材３２
の短手方向に形成されていてもよく、第１の基材３１及び第２の基材３２の短手方向に対
して傾斜するように形成されていてもよい。
【００３４】
　また、切り欠き部３５，３６の数は特に限定されない。切り欠き部３５，３６の数が多
い程、第１の雌側嵌合部３３及び第２の雌側嵌合部３４の柔軟性が向上し、嵌合具３０を
袋本体に取り付けて使用する際に、袋本体における第１の雌側嵌合部３３及び第２の雌側
嵌合部３４が配置された部分とそれ以外の部分との境目部分で袋本体が破損することがよ
り抑制されやすい。
　切り欠き部３５，３６は、第１の雌側嵌合部３３及び第２の雌側嵌合部３４の長手方向
の全体にわたって形成されていることが好ましい。これにより、第１の雌側嵌合部３３及
び第２の雌側嵌合部３４の柔軟性がさらに向上し、袋本体に破損が生じることをより抑制
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できる。
【００３５】
　また、複数の切り欠き部３５，３６は、第１の雌側嵌合部３３及び第２の雌側嵌合部３
４に長手方向に沿って等間隔に形成されていてもよく、任意の間隔で形成されていてもよ
い。２つ以上の切り欠き部３５，３６が互いに交わっていてもよい。
【００３６】
［嵌合具付き袋体］
　以下、前述した嵌合具３０を取り付けた嵌合具付き袋体２（以下、「袋体２」という。
）について説明する。袋体２において、袋体１と同じ部分については同符号を付して説明
を省略する。
　袋体２は、図８に示すように、内容物を収容する密封された状態の袋本体２０と、袋本
体２０内の上部の内面に、横方向に沿って取り付けられた嵌合具３０とを有している。袋
体２は、嵌合具１０の代わりに嵌合具３０が取り付けられている以外は、袋体１と同じで
ある。
　嵌合具３０は、嵌合具３０の第１の基材３１の外面３１ｂが袋本体２０の第１のフィル
ム材２１に溶着され、嵌合具３０の第２の基材３２の外面３２ｂが袋本体２０の第２のフ
ィルム材２２に溶着されている。
【００３７】
　袋体２は、ノッチ２５から切断補助線２４に沿って袋本体２０の上部を切断して除去す
ることで、袋体１と同様に上部に開口部を形成して開封することができる。袋体２に形成
した開口部は、嵌合具３０の第１の雌側嵌合部３３と第２の雌側嵌合部３４を着脱するこ
とで繰り返し開閉できる。
　袋体２は、柔軟性が優れた嵌合具３０を用いているため、袋本体２０における第１の雌
側嵌合部３３と第２の雌側嵌合部３４が配置された部分とそれ以外の部分との境目部分で
袋本体２０に破損が生じることが抑制される。
【００３８】
　以上説明した嵌合具１０及び嵌合具３０のような本発明の嵌合具は、雄側嵌合部や雌側
嵌合部に複数の切り欠き部が形成されていることで、柔軟性が優れており、袋本体に取り
付けて開口部を繰り返し開閉しても袋本体に破損が生じ難い。また、雌側嵌合部は雄側嵌
合部に比べて柔軟性が優れていることから、本発明の嵌合具は、一対の基材のそれぞれに
複数本の雄側嵌合部が並行して設けられ、それら雄側嵌合部の頭部を互いに嵌め込んで嵌
合する嵌合具よりも柔軟性が特に優れるので、袋本体の破損が充分に抑制される。
【００３９】
　なお、本発明の嵌合具及び嵌合具付き袋体は、前述した切り欠き部を有していれば形態
は限定されない。
　また、嵌合具付き袋体の袋本体も特に限定されず、嵌合具付き袋体の袋本体として知ら
れる様々な形態の袋本体を採用できる。例えば、袋体１，２は切断補助線２４を利用して
開封するまでは密封状態の袋体であったが、予め開口が形成された袋本体を有する嵌合具
付き袋体であってもよい。
【符号の説明】
【００４０】
　１，２　嵌合具付き袋体
　１０　嵌合具
　１１　第１の基材
　１２　第２の基材
　１３　雄側嵌合部
　１４　雌側嵌合部
　１５，１６　切り欠き部
　２０　袋本体
　２１　第１のフィルム材
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　２２　第２のフィルム材
　３０　嵌合具
　３１　第１の基材
　３２　第２の基材
　３３　第１の雌側嵌合部
　３４　第２の雌側嵌合部
　３５，３６　切り欠き部

【図１】

【図２】

【図３】
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